
茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例施行規則

平成29年３月２日

茨城県公安委員会規則第４号

（趣旨）

第１条 この規則は、ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例

(平成28年茨城県条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。

（用語）

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（条例第２条第１号の公安委員会規則で定める行為）

第３条 条例第２条第１号の公安委員会規則で定める行為は、次のいずれかに掲げ

る行為とする。

(1) 車体を切断する行為

(2) 車体から原動機を取り外す行為

（条例第２条第４号の公安委員会規則で定める規模）

第４条 条例第２条第４号の公安委員会規則で定める規模は、面積が450平方メー

トルとする。

（ヤード内自動車解体に係る届出）

第５条 条例第３条第１項の規定によるヤード内自動車解体の届出は、ヤード内自

動車解体届出書（別記様式第１号）を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する

警察署長（当該届出に係るヤードが２以上の警察署長の管轄にわたるときは、そ

のいずれかの警察署長）を経由して公安委員会に提出することにより行うものと

する。

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図

(2) 条例第３条第１項の規定による届出をしようとする者（以下「届出提出者」

という。）が当該届出に係るヤードの土地又は建物の使用について権原を有す

ることを疎明する書類

(3) 届出提出者が個人である場合は、当該届出提出者の住民票の写し（住民基本

台帳法（昭和42年法律第81号）第７条第５号に掲げる事項（外国人にあっては、

同法第30条の45に規定する国籍等）を記載したものに限る。以下同じ。）

(4) 届出提出者が法人である場合は、当該法人の定款、登記事項証明書及び代表

者に係る住民票の写し

(5) 届出提出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合は、

当該法定代理人の住民票の写し

(6) 届出提出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合は、

当該法人の定款、登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

（変更の届出）

第６条 条例第３条第２項の規定による変更の届出は、ヤード内自動車解体届出事

項変更届出書（別記様式第２号）を当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警

察署長（当該届出に係るヤードが２以上の警察署長の管轄にわたるときは、その

いずれかの警察署長）を経由して公安委員会に提出することにより行うものとす

る。

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

書類及び図面を添付するものとする。

(1) 条例第３条第１項の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）が

個人の場合において、同項第１号に掲げる事項に変更があったとき 当該届出



者の住民票の写し

(2) 届出者が法人の場合において、条例第３条第１項第１号に掲げる事項に変更

があったとき 当該法人の定款、登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写

し

(3) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、

当該法定代理人の氏名又は住所に変更があったとき 当該法定代理人の住民票

の写し

(4) 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、

当該法定代理人の名称若しくは住所又はその代表者の氏名に変更があったとき

当該法人の定款、登記事項証明書及び代表者に係る住民票の写し

(5) 条例第３条第１項第２号又は第３号に掲げる事項に変更があったとき 当該

変更に係るヤードの平面図及び当該ヤードの周囲の略図並びに当該ヤードの土

地又は建物の使用について権原を有することを疎明する書類

（休止等の届出）

第７条 条例第３条第３項の規定による休止、廃止又は再開の届出は、ヤード内自

動車解体休止等届出書（別記様式第３号）を当該届出に係るヤードの所在地を管

轄する警察署長（当該届出に係るヤードが２以上の警察署長の管轄にわたるとき

は、そのいずれかの警察署長）を経由して公安委員会に提出することにより行う

ものとする。

（相手方の確認等の方法）

第８条 条例第４条第１項の公安委員会規則で定める方法は、運転免許証、健康保

険の被保険者証その他の相手方の氏名、住所及び生年月日を証するに足りる書類

の原本の提示を受ける方法とする。

２ 条例第４条第１項の公安委員会規則で定める書類は、次のいずれかに掲げる書

類の原本とする。

(1) 自動車検査証

(2) 登録識別情報等通知書（道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）

第２条の３第２号に規定する登録識別情報等通知書をいう。）

(3) 自動車検査証返納証明書（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第69条

第４項の自動車検査証返納証明書をいう。）

（身分を示す証明書）

第９条 条例第７条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記様式

第４号）とする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則（令和元年11月28日公安委員会規則第５号）

この規則は、令和元年12月14日から施行する。



別記様式第１号（第５条関係）

ヤード内自動車解体届出書

年 月 日

茨城県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第１項の

規定により必要な書類を添えて届け出ます。

ヤードの所在地

電話番号

ヤ ー ド の 規 模

ヤ ー ド の 設 備

そ の 他 の 概 要

備 考

備考 １ ヤードが複数ある場合は、「ヤードの所在地」欄、「ヤードの規模」欄及び

「ヤードの設備その他の概要」欄を繰り返し設け、ヤードごとに記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合に

おいて、署名は必ず本人が自署すること。

４ 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合は、法定代

理人の氏名及び住所を備考欄に記載すること。

５ 届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合

は、法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名を備考欄に記

載すること。

６ ヤードの名称等参考となる事項については、備考欄に記載すること。



別記様式第２号（第６条関係）

ヤード内自動車解体届出事項変更届出書

年 月 日

茨城県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付け届出に係る事項について、以下のとおり変更をしたの

で、茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第２項の

規定により必要な書類を添えて届け出ます。

新 旧

変更の内容

変更の理由

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場

合において、署名は必ず本人が自署すること。



別記様式第３号（第７条関係）

ヤード内自動車解体休止等届出書

年 月 日

茨城県公安委員会 殿

住 所

氏 名 ㊞

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付け届出に係るヤードについて、休止・廃止・再開 したの

で、茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例第３条第３項の

規定により次のとおり届け出ます。

ヤードの所在地

電話番号

休止、廃止又
年 月 日

は

再開の年月日

休止、廃止又

は

再開の理由

備考 １ 休止、廃止又は再開をするヤードが複数ある場合は、「ヤードの所在地」

欄を繰り返し設け、ヤードごとに記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場

合において、署名は必ず本人が自署すること。

４ 「休止・廃止・再開」の箇所は、いずれかを○で囲むこと。



5.4cm

　　　

印茨 城 県 公 安 委 員 会

別記様式第４号（第９条関係）

官 職

（表）

8.6cm

　　　　　　　第　　　　号

身　　分　　証　　明　　書　

写真

氏 名

　上記の者は、茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関
する条例第７条第１項の規定による立入検査等に従事する警察職員であ
ることを証明する。

　　年　　　月　　　日

　釈してはならない。

（裏）

　ことができる。

２　前項の規定により立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を
　示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

　設に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をする

茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例（抜粋）

３　第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

　（立入検査等）

第７条　警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、ヤード内
　自動車解体を行っていると認められる者の事務所、ヤードその他の施


